
 

 

プレスリリース資料（No.11） 

平成２８年５月９日 

内      容 

（テーマ）      

「いなべ創業塾」卒業生、第一号が洋菓子店「patisserie 

GHIBLI」をオープン 

日      時 平成 28年 6月 13日（月曜日）予定 

場      所 いなべ市北勢町東村 1339-2 

市長出席の有無 無 

特 記 事 項      
 いなべ市商工会が主催する「いなべ創業塾」の卒業生第一号が、6 月

13 日（月）に、市内で洋菓子店をオープンすることになりました。いなべ

市に根差し、お客様を笑顔にしたいというコンセプトのもと、イートインス

ペースを併用した店舗となっています。 

いなべ市及びいなべ市商工会は、平成 24年 11月に創業支援ネットワ

ークである「いなべ市創業支援隊」を他の関係組織と共に創設し、創業支

援に取り組んでおり、昨年度からは、新たな取り組みとして、「いなべ創業

塾」を実施しており、今回の創業はひとつの成果となりました。 

今後も、市内での創業による地域の活性化や雇用の創出を目指し、支

援をしていきます。 

 

【企業の概要】 

屋 号：pａｔｉｓｓｅｒｉｅ ＧＨＩＢＬＩ （パティスリー ギブリ） 

代表者：島尻 慎也 

所在地：いなべ市北勢町東村 1339-2 

設 立：平成 28年 6月 

 

【代表者について】 

・鈴鹿の洋菓子店で 6 年間働きながら技術を磨き、中部洋菓子技術コン

テスト大会において、「三重県知事賞」（平成 25年）を受賞。 

・いなべ市商工会が開催する、いなべ創業塾で経営を学ぶ。（平成 27 年

度） 

 

【いなべ創業塾】 

・新たに創業を予定している人や、起業に興味・関心のある人をサポー

ト。創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハウ」及び「起業・事業

運営に伴う各種手続き」「資金調達」などの実務ポイントを学習できるカリ

キュラムを実施。 

・いなべ創業塾は、いなべ市創業支援事業計画における特定創業支援

事業であるため、受講し単位を取得して、条件を満たした人は以下の支

援制度の対象となる。 

①いなべ市で株式会社設立時の登録免許税の減免・・・資本金の 0.7％



 

の登録免許税が 0.35％に減免。 

②創業関連保証の特例・・・無担保・第三者保証人なしの創業関連保証

枠が 1,000万円から 1,500万円に拡充し、事業開始の 6 ヶ月前から支援

を受けることが可能。 

担当課係名 

電 話 番 号      
いなべ市役所商工観光課  電話 0594-４6-6309 

記者説明の 

有  ・  無 
無 

 


